
JP 4294992 B2 2009.7.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射型液晶パネルと対向する側に偏光素子を貼合または接着した導光板と、前記導光板
の端面側に配置された光源と、前記導光板と所定の空隙を介して配置された反射型液晶パ
ネルからなるとともに、前記反射型液晶パネルの前記導光板に対向する側の表面に光拡散
機能を付与したことを特徴とする反射型液晶表示装置。
【請求項２】
　上記導光板に対向する側の反射型液晶パネルの表面が粗面となっていることを特徴とす
る請求項１記載の反射型液晶表示装置。
【請求項３】
　上記導光板に対向する側の反射型液晶パネルの表面に光拡散機能を有するフィルムが貼
付されていることを特徴とする請求項１記載の反射型液晶表示装置。
【請求項４】
　反射型液晶パネルと対向する側に偏光素子を貼合または接着した導光板と、前記導光板
の端面側に配置された光源と、前記導光板と所定の空隙を介して配置された反射型液晶パ
ネルからなり、前記偏光素子と前記導光板の間に光拡散機能を有する部材を介在させたこ
とを特徴とする反射型液晶表示装置。
【請求項５】
　反射型液晶パネルと対向する側に偏光素子を貼合または接着した導光板と、前記導光板
の端面側に配置された光源と、前記導光板と所定の空隙を介して配置された反射型液晶パ
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ネルからなり、前記反射型液晶パネルの前記導光板に対向する側の表面に光拡散機能を付
与するとともに、前記偏光素子と前記導光板の間に光拡散機能を有する部材を介在させた
ことを特徴とする反射型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は反射型液晶表示装置に関するものであり、例えば、携帯端末等の低消費電力機
器に用いられる反射型液晶表示装置における界面反射等に起因するコントラストの低減を
表示品質を低下させることなく抑制するための構成に特徴のある反射型液晶表示装置に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　液晶表示装置は、小型、軽量、低消費電力等の特長を有しているため、情報機器端末、
テレビ、携帯情報機器端末、ビデオカメラ等の表示モニタとして広く用いられている。
【０００３】
　液晶材料は自発光素子ではないため、表示装置として用いるためには何らかの光源が必
要となり、特に、携帯端末等の低消費電力機器に用いられる反射型液晶表示装置の場合に
は室内照明等が光源になったり或いはフロントライトを光源にしている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００４】
　ここで、図９を参照して、従来の反射型液晶表示装置を説明する。
　図９参照
　図９は従来の反射型液晶表示装置の概略的断面図であり、ＴＦＴ基板８１とＣＦ（カラ
ーフィルタ）基板８３との間に液晶層８２を挟んで構成される液晶パネル８０と、フロン
トライト９０から構成され、両者は僅かな間隙、即ち、空気層９６を介して対向してフレ
ーム８５に固定・保持される。
【０００５】
　このフロントライト９０は、光源９１、光源９１の光を導光板９３の方へ反射・集光さ
せるリフレクタ９２、及び、導光板９３からなり、この導光板９３の表面、即ち、観察者
側にはプリズム９４が刻まれており、導光中の光の一部を液晶パネル８０側へ向かって反
射させる。
　また、一般に、フロントライト９０の裏面には反射防止膜９５が設けられ、一方、液晶
パネル８０の表面側には偏光板８４が設けられている。
【０００６】
　また、プリズム９４のピッチは、液晶パネル８０の画素ピッチに対してモアレがみえ難
いように設定している。
　例えば、モアレピッチが無限大になるように画素ピッチと同ピッチ、または、非常に細
かいモアレになるようなプリズムピッチを設定している。
【０００７】
　また、一般に、液晶パネル８０は、明るい表示を実現するために反射率を高くするよう
な構造をとっており、特に、携帯電話やＰＤＡなどの小型用途では視野角は狭くて良いの
で、非常に高い反射率設計を取る場合が多い。
【０００８】
　この様な反射型液晶表示装置においては、通常、偏光板としては円偏光板が用いられ、
この円偏光板は位相差板と偏光板とからなるが、液晶パネルに位相差がない場合や、液晶
パネルの手前で光が反射する場合、反射光は円偏光板に吸収されて出射しなくなる。
【０００９】
　これは円偏光板が、まず、入射光を偏光板により直線偏光にし、次いで、位相差板によ
って円偏光に変換し、次いで、界面で反射した円偏光が再び位相差板に入射して偏光方位
か９０°回転した直線偏光に変換され、この９０°回転した直線偏光からなる反射光は偏
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光板に吸収されて出射しなくなるためである。
【００１０】
　この円偏光板の配置構造としては、下記の図１０に示す３種類の構成が考えれられる。
　図１０（ａ）参照
　図１０（ａ）は、円偏光板を液晶パネル側に貼り合わせた場合の概念的構成図であり、
液晶パネル８０の表示面側に偏光板１０１と位相差板１０２とからなる円偏光板１００が
粘着剤１０３によって貼り合わされ、導光板９３との間に空気層９６が介在することにな
る。
【００１１】
　図１０（ｂ）参照
　図１０（ｂ）は、円偏光板を導光板側に貼り合わせた場合の概念的構成図であり、導光
板９３の裏面側に偏光板１０１と位相差板１０２とからなる円偏光板１００が粘着剤１０
４によって貼り合わされ、液晶パネル８０との間に空気層９６が介在することになる。
【００１２】
　図１０（ｃ）参照
　図１０（ｃ）は、円偏光板の両面を粘着した場合の概念的構成図であり、導光板９３の
裏面側に偏光板１０１と位相差板１０２とからなる円偏光板１００は粘着剤１０３及び１
０４によって液晶パネル８０及び導光板９３に貼り合わされ、この場合には空気層は介在
しない構成となる。
【００１３】
　図１１参照
　図１１は、空気層界面における反射光成分の説明図である。
　上記の構成における空気層９６の屈折率ｎ２はｎ２＝１、液晶パネル８０、円偏光板１
００、導光板９３、或いは、粘着剤１０３，１０４等の構成部材の屈折率ｎ１，ｎ３は１
．４～１．６程度であるため、構成部材と空気層９６との界面が最も屈折率差が大きく、
この界面で入射光１０５は大きく屈折する。
【００１４】
　大きく屈折すると界面反射が大きくなり、また臨界角以上に屈折すると全反射するため
コントラストが低下することになる。
　例えば、図１０（ａ）に示す構成では、コントラストが５～１０程度しかなく、コント
ラストと低下に起因して色再現範囲も狭く、表示品質は非常に悪かった。
【００１５】
　従って、原理的には図１０（ｃ）の構成が好ましいが、熱膨張率の異なる導光板９３と
液晶パネル８０とを貼合すると熱衝撃で剥離したり、剛体同士を貼合すると気泡が混入す
る課題があり、小型用途以外には適用が困難である。
【００１６】
　そこで、図１０（ｂ）の構成により、円偏光板１００を導光板９３側にすることにより
空気層９６の界面反射による界面反射光１０６を円偏光板１００を構成する偏光板１０１
に吸収させてコントラストを高くすることが提案されている（例えば、特許文献２参照）
。
【００１７】
【特許文献１】
　　　　　特開２００１－１０８９８６号公報
【特許文献２】
　　　　　特開平１１－２５９００７号公報
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記の図１０（ｂ）の構成では、導光板９３のプリズム９４と液晶パネル８０
の画素とのモアレと、液晶パネル８０の反射構造物と画素との干渉による干渉虹がより見
えやすくなるという問題が発生した。



(4) JP 4294992 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

【００１９】
　この原因は、導光板９３に円偏光板１００を貼合したことにより、導光板９３の中を導
光する光の角度が狭くなってしまい、拡散成分光が減ったためと思われる。
　逆に、拡散成分光が強ければ、モアレや干渉は平均化され弱くなっていく。
【００２０】
　したがって、本発明は、表示品位を低下させることなく、空気層に起因する界面反射に
よるコントラストの低下を抑制することを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　図１は、本発明の原理的構成図であり、この図１を参照して本発明における課題を解決
するための手段を説明する。
　図１参照
　上記の課題を解決するために、本発明は、反射型液晶表示装置において、反射型液晶パ
ネル１と対向する側に偏光素子４を貼合または接着した導光板２と、導光板２の端面側に
配置された光源３と、導光板２と所定の空隙を介して配置された反射型液晶パネル１から
なるとともに、反射型液晶パネル１の導光板２に対向する側の表面に光拡散機能を付与し
たことを特徴とする。
【００２２】
　この様に、反射型液晶パネル１の導光板２に対向する側の表面に光拡散機能を付与する
ことによって、反射型液晶パネル１へ入射してきた光が液晶パネル１内部の反射面と画素
部との干渉により干渉虹を発生するものの、反射型液晶パネル１の表面には拡散材または
凸凹形状があるため、干渉虹が拡散され、干渉虹が弱くなって観察者の目へ入ることにな
る。
　なお、「貼合」とは、シート状の粘着層で貼り合わせることを意味し、「接着」とは、
接着剤等のゲル状の粘着部材で接着することを意味する。
【００２３】
　この場合、光拡散機能を付与するために、反射型液晶パネル１の表面を粗面５にしても
良いし、或いは、反射型液晶パネル１の表面に、例えば、光拡散材入り粘着層とトリアセ
チルセルロース（ＴＡＣ）フィルムからなる光拡散機能を有するフィルムを貼付しても良
い。
　なお、この光拡散機能を有するフィルムの空気界面側に、反射防止処理を施すことが望
ましい。
【００２４】
　或いは、偏光素子４と導光板２の間に光拡散機能を有する部材を介在させても良く、そ
の場合には、偏光素子４を構成する複数の粘着層の内の少なくとも一層に、特に、導光板
２側に近い側の粘着層に、最も好適には導光板２側と接触する粘着層に光拡散材を含ませ
るようにしても良い。
　或いは、導光板２に貼合または接着された偏光素子４の最表面を粗面にしても良い。
【００２５】
　この場合、リフレクタ６で反射・集束された光源３からの光は導光板２に導かれるが、
導光板２の表面側のプリズム面で反射した光が導光条件を外れて導光板２外へでて導光板
２の裏面側のパネル面へ向かう光線Ａが、導光板２の裏面で表面反射を起こし、その表面
反射光Ａ′が導光板２の表面を通過して光線Ｃとして観察者の目へ入ってくるが、導光板
２の裏面側には拡散材または凸凹面があるため、そこでの表面反射光は拡散光Ｂとなる。
【００２６】
　プリズムピッチのパターンを持った光線Ａ′が光線Ｂに変るとき、プリズムピッチのパ
ターンは維持されるものの、光の配光分布が均一化する方向へ変換されるため、光線Ｃは
光線Ｂと導光板２プリズムとのモアレを有する光線となるものの、そのモアレ強度は弱く
なる。
【００２７】
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　なお、この場合も、偏光素子４の空気界面側に反射防止処理を施すことが望ましい。
　また、上述の光拡散機能は、導光板２側と反射型液晶パネル１側の両方に設けても良い
ものである。
【００２８】
【発明の実施の形態】
　ここで、図２を参照して、本発明の第１の実施の形態の反射型液晶表示装置を説明する
。
　図２参照
　図２は、本発明の第１の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的断面図であり、ガラ
ス基板上に反射電極を介して配向膜を設けたＴＦＴ基板１１と、ガラス基板上に透明電極
を介して配向膜を設けたＣＦ基板１３との間に液晶層１２を挟んで構成される液晶パネル
１０と、フロントライト２０から構成され、両者は、例えば、１ｍｍ以下の僅かな間隙を
介して対向してフレーム１５に固定・保持される。
【００２９】
　このフロントライト２０は、ＡｒやＮｅガス中に微量のＨｇを混入した冷陰極管からな
る光源２１、光源２１の光を導光板（富士通化成製）２３の方へ反射・集光させるリフレ
クタ２２、及び、導光板２３からなり、この導光板２３の裏面、即ち、液晶パネル面側に
は偏光素子３０が粘着剤によって貼り合わされている。
【００３０】
　また、導光板２３の表面、即ち、観察者側にはプリズム２４が刻まれており、導光中の
光の一部を液晶パネル１０側へ向かって反射させる。
　この場合のプリズム２４のピッチは、液晶パネル１０の画素ピッチに対してモアレがみ
え難いように設定している。
【００３１】
　また、液晶パネル１０の表面サンドブラストで、例えば、凹凸の頂点と谷との間の高さ
が１００μｍ以下の細かなキズが付けられて粗面１４を構成している。　この場合のキズ
のつける程度は、干渉虹やモアレが許容できるレベルまでつければ良く、例えば、ヘイズ
（曇価）ＨをＨ～５０〔％〕程度相当以下で良く、あまり付けすぎると、 輝度、コント
ラストが低下し、表示もボケてくる。
【００３２】
　なお、ヘイズ（曇価）Ｈとは、積分球式光線透過率測定装置を用いて、拡散透過率Ｔｄ

〔％〕と全光線透過率Ｔｔ〔％〕とを測定し、その比によって表す指標であり、
　Ｈ〔％〕＝（Ｔｄ／Ｔｔ）×１００
となり、小数点以下１桁まで表示する。
【００３３】
　本発明の第１の実施の形態においては、コントラストを高めるために偏光素子３０を導
光板２３側に設けた場合に、液晶パネル１０へ入射してきた光が液晶パネル１０内部の反
射面と画素部との干渉により干渉虹を発生するものの、液晶パネル１０の表面に設けた粗
面１４により干渉虹が拡散され、観察者の目へ入る干渉虹を低減することができる。
【００３４】
　次に、図３を参照して、本発明の第２の実施の形態の反射型液晶表示装置を説明する。
　図３参照
　図３は、本発明の第２の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的断面図であり、基本
的構成は上記の第１の実施の形態の反射型液晶表示装置と同様であるが、この第２の実施
の形態においては、液晶パネル１０の表面に粗面１４の代わりにＴＡＣフィルム３２と光
拡散材入り粘着層３３からなる光拡散フィルム３１を設けたものである。
【００３５】
　この場合の光拡散材としては、例えば、ＴｉＯｘを用いるものであり、光拡散材の量は
、画像のボケ量とモアレ、干渉虹の低減効果のバランスをとって決めることができるが、
Ｈ≦５０〔％〕であれば良い。
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【００３６】
　この場合も、液晶パネル１０の表面に設けられた光拡散フィルム３１によって、干渉虹
が拡散され、観察者の目へ入る干渉虹を低減することができる。
【００３７】
　次に、図４を参照して、本発明の第３の実施の形態の反射型液晶表示装置を説明する。
　図４参照
　図４は、本発明の第３の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的断面図であり、基本
的構成は上記の第１の実施の形態の反射型液晶表示装置と同様であるが、この第３の実施
の形態においては、液晶パネル１０の表面に粗面１４は設けず、且つ、偏光素子３０を光
拡散材入り粘着層３４によって導光板２３に貼り合せたものである。
【００３８】
　この第３の実施の形態においては、プリズム２４で液晶パネル側に向けられた光は導光
板２３の裏面側に設けた光拡散材入り粘着層３４によって拡散され、光の配光分布が均一
化する方向へ変換されるため、モアレ強度を弱くすることができる。
【００３９】
　次に、図５を参照して、本発明の第４の実施の形態の反射型液晶表示装置を説明する。
　図５参照
　図５は、本発明の第４の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的要部断面図であり、
基本的構成は上記の第３の実施の形態と同様であるので、相違点である偏光素子の構成の
みを説明する。
　この場合の偏光素子４０は、位相差フィルムが複数枚用いられる偏光板であって、λ／
４板４１、粘着層４２、λ／２板４３、粘着層４４、ＴＡＣ／ＰＶＡ／ＴＡＣフィルム４
５、及び、光拡散材入り粘着層４６から構成され、光拡散材入り粘着層４６によって導光
板２３に貼り合わされる。
【００４０】
　この第４の実施の形態においては、導光板２３に最も近い粘着層に拡散材を入れた構成
であり、導光板２３から液晶パネル１０側に向かって飛び出てくる光が導光板２３と偏光
素子４０との間での屈折率差によって界面反射光を発生させ、この界面反射光がモアレの
原因となるが、導光板２３に近い側の粘着層に拡散材を入れることで、界面反射が最初に
発生する場所で界面反射光を拡散させることができるため、モアレの強度を効果的に弱め
ることができる。
【００４１】
　次に、図６を参照して、本発明の第５の実施の形態の反射型液晶表示装置を説明する。
　図６参照
　図６は、本発明の第５の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的要部断面図であり、
基本的構成は上記の第３の実施の形態と同様であるので、相違点である偏光素子の構成の
みを説明する。
　この場合の偏光素子５０も、位相差フィルムが複数枚用いられる偏光板であって、表面
を粗面化処理（ＡＧ処理：アンチグレア処理）したλ／４板５１、粘着層５２、λ／２板
５３、粘着層５４、ＴＡＣ／ＰＶＡ／ＴＡＣフィルム５５、及び、粘着層５６から構成さ
れ、粘着層５６によって導光板２３に貼り合わされる。
【００４２】
　この第５の実施の形態の構成は、導光板２３に近い側での界面反射光が比較的弱く、偏
光素子５０の空気界面での界面反射光が大きい場合に好適となる。
【００４３】
　次に、図７を参照して、本発明の第６の実施の形態の反射型液晶表示装置を説明する。
　図７参照
　図７は、本発明の第６の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的断面図であり、基本
的構成は上記の第３の実施の形態と同様であるが、この第６の実施の形態においては、上
記の第２の実施の形態と同様に、液晶パネル１０の表面にもＴＡＣフィルム３２と光拡散
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材入り粘着層３３からなる光拡散フィルム３１を設けたものである。
【００４４】
　この第６の実施の形態においては、導光板２３自身のモアレは偏光素子３０側の光拡散
材入り粘着層３４の拡散作用によって、一方、干渉虹は液晶パネル１０側の光拡散材入り
粘着層３３の拡散作用で各々効率良く対応することができる。
　また、導光板２３と液晶パネル１０とのモアレも両者の拡散作用により低減させること
ができる。
　なお、この時の導光板２３側の光拡散材入り粘着層３４の拡散度、即ち、ヘイズ（曇価
）は、上述の単独の光拡散材入り粘着層３４を用いる第３乃至第５の実施例における拡散
度よりも低いもので良い。
【００４５】
　次に、図８を参照して、本発明の第７の実施の形態の反射型液晶表示装置を説明するが
、ここでは、偏光素子及び光拡散フィルムの構成のみを説明する。
　図８（ａ）参照
　図８（ａ）は、偏光素子４０の変形例の説明図であり、λ／４板４１、粘着層４２、λ
／２板４３、粘着層４４、ＴＡＣ／ＰＶＡ／ＴＡＣフィルム４５、及び、光拡散材入り粘
着層４６から構成される偏光素子４０の表面のλ／４板４１の表面に反射防止膜４７を設
けたものである。
【００４６】
　この反射防止膜４７によって、導光板２３側の空気界面での表面反射をなくすことで、
モアレの低減のほか、コントラストの向上を図ることができる。
　即ち、例えば、導光板２３から液晶パネル１０へ向かって射出された光は液晶パネル１
０面で反射され、黒表示の場合は、この反射光は偏光素子４０で吸収され、黒表示となる
。
【００４７】
　ところが、偏光素子４０の空気界面での表面反射光が存在すると、この表面反射光は液
晶パネル１０へ向かわず、観察者の方へ向かって飛んでいくが、この光は黒表示の光とプ
ラスされて視認されるため、黒が浮いてみえることになるが、反射防止膜４７を設けるこ
とによって界面反射が低減されるので、コントラストが向上する。
【００４８】
　図８（ｂ）参照
　図８（ｂ）は、光拡散フィルム３１の変形例の説明図であり、ＴＡＣフィルム３２及び
光拡散材入り粘着層３３から構成される光拡散フィルム３１の表面に反射防止膜３５を設
けたものである。
【００４９】
　この場合も、反射防止膜３５によって、液晶パネル１０側の空気界面での表面反射をな
くすことで、モアレの低減のほか、コントラストの向上を図ることができる。
【００５０】
　以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、本発明は各実施の形態に記載した構成
に限られるものではなく、各種の変更が可能である。
　例えば、上記の第１の実施の形態の説明においては、液晶パネルの表面にサンドブラス
トによってキズを付けているが、キズのつけ方はサンドブラストに限らないものである。
【００５１】
　また、上記の各実施の形態においては偏光板と導光板の貼合或いは位相差板と液晶パネ
ルの貼合を粘着層を用いて行っているが、粘着層に限られるものではなく、ＵＶ硬化性な
どの接着材で偏光板と導光板或いは位相差板と液晶パネルとを一体化しても良いものであ
る。
【００５２】
　ここで、再び図１を参照して、本発明の詳細な特徴を説明する。
　再び、図１参照
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　（付記１）　反射型液晶パネル１と対向する側に偏光素子４を貼合または接着した導光
板２と、前記導光板２の端面側に配置された光源３と、前記導光板２と所定の空隙を介し
て配置された反射型液晶パネル１からなるとともに、前記反射型液晶パネル１の前記導光
板２に対向する側の表面に光拡散機能を付与したことを特徴とする反射型液晶表示装置。
　（付記２）　上記導光板２に対向する側の反射型液晶パネル１の表面が粗面５となって
いることを特徴とする付記１記載の反射型液晶表示装置。
　（付記３）　上記導光板２に対向する側の反射型液晶パネル１の表面に光拡散機能を有
するフィルムが貼付されていることを特徴とする付記１記載の反射型液晶表示装置。
　（付記４）　上記光拡散機能を有するフィルムが、光拡散材入り粘着層とトリアセチル
セルロースフィルムからなることを特徴とする付記３記載の反射型液晶表示装置。
　（付記５）　上記光拡散機能を有するフィルムの空気界面側に、反射防止処理が施され
ていることを特徴とする付記３または４に記載の反射型液晶表示装置。
　（付記６）　反射型液晶パネル１と対向する側に偏光素子４を貼合または接着した導光
板２と、前記導光板２の端面側に配置された光源３と、前記導光板２と所定の空隙を介し
て配置された反射型液晶パネル１からなり、前記偏光素子４と前記導光板２の間に光拡散
機能を有する部材を介在させたことを特徴とする反射型液晶表示装置。
　（付記７）　上記偏光素子４が、複数の粘着層を有し、且つ、前記複数の粘着層の内の
少なくとも一層に光拡散材を含んでいることを特徴とする付記６記載の反射型液晶表示装
置。
　（付記８）　上記偏光素子４を構成する複数の粘着層のうち、上記導光板２側に近い側
の粘着層に光拡散材が含まれていることを特徴とする付記７記載の反射型液晶表示装置。
　（付記９）　　上記偏光素子４を構成する複数の粘着層のうち、上記導光板２側と接触
する粘着層に光拡散材が含まれていることを特徴とする付記８記載の反射型液晶表示装置
。
　（付記１０）　上記導光板２に貼合または接着された偏光素子４の最表面が粗面である
ことを特徴とする付記６乃至９のいずれか１に記載の反射型液晶表示装置。
　（付記１１）　上記偏光素子４の空気界面側に反射防止処理が施されていることを付記
６乃至９のいずれか１に記載の反射型液晶表示装置。
　（付記１２）　反射型液晶パネル１と対向する側に偏光素子４を貼合または接着した導
光板２と、前記導光板２の端面側に配置された光源３と、前記導光板２と所定の空隙を介
して配置された反射型液晶パネル１からなり、前記反射型液晶パネル１の前記導光板２に
対向する側の表面に光拡散機能を付与するとともに、前記偏光素子４と前記導光板２の間
に光拡散機能を有する部材を介在させたことを特徴とする反射型液晶表示装置。
【００５３】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、モアレや干渉虹を低減できるため、フロントライ
トを用いた反射型液晶表示装置の表示品位向上が可能になり、特に、特に中大型向けの高
表示品位の反射型液晶表示装置の実現に寄与するところが大きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の原理的構成の説明図である。
【図２】　本発明の第１の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的断面図である。
【図３】　本発明の第２の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的断面図である。
【図４】　本発明の第３の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的断面図である。
【図５】　本発明の第４の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的要部断面図である。
【図６】　本発明の第５の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的要部断面図である。
【図７】　本発明の第６の実施の形態の反射型液晶表示装置の概略的断面図である。
【図８】　本発明の第７の実施の形態の反射型液晶表示装置の説明図である。
【図９】　従来の反射型液晶表示装置の概略的断面図である。
【図１０】　円偏光板の配置構造の説明図である。
【図１１】　空気層界面における反射光成分の説明図である。
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【符号の説明】
　１　液晶パネル
　２　導光板
　３　光源
　４　偏光素子
　５　粗面
　６　リフレクタ
　１０　液晶パネル
　１１　ＴＦＴ基板
　１２　液晶層
　１３　ＣＦ基板
　１４　粗面
　１５　フレーム
　２０　フロントライト
　２１　光源
　２２　リフレクタ
　２３　導光板
　２４　プリズム
　３０　偏光素子
　３１　光拡散フィルム
　３２　ＴＡＣフィルム
　３３　光拡散材入り粘着層
　３４　光拡散材入り粘着層
　３５　反射防止膜
　４０　偏光素子
　４１　λ／４板
　４２　粘着層
　４３　λ／２板
　４４　粘着層
　４５　ＴＡＣ／ＰＶＡ／ＴＡＣフィルム
　４６　光拡散材入り粘着層
　４７　反射防止膜
　５０　偏光素子
　５１　粗面化処理したλ／４板
　５２　粘着層
　５３　λ／２板
　５４　粘着層
　５５　ＴＡＣ／ＰＶＡ／ＴＡＣフィルム
　５６　光拡散材入り粘着層
　８０　液晶パネル
　８１　ＴＦＴ基板
　８２　液晶層
　８３　ＣＦ基板
　８４　偏光板
　８５　フレーム
　９０　フロントライト
　９１　光源
　９２　リフレクタ
　９３　導光板
　９４　プリズム
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　９５　反射防止膜
　９６　空気層
　１００　円偏光板
　１０１　偏光板
　１０２　位相差板
　１０３　粘着剤
　１０４　粘着剤
　１０５　入射光
　１０６　界面反射光
　１０７　光

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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要解决的问题：在不降低显示质量的情况下，抑制由空气层引起的界面反射导致的反射型液晶显示装置的对比度的降低。
ŽSOLUTION：反射型液晶显示装置，包括导光板2，其在面对反射型液晶面板1的一侧粘贴或粘接有偏振元件4，光源3设置在端面
侧，导光板2和与导光板2保持特定间隙布置的反射型液晶面板1在反射型液晶面板1的朝向面板的一侧的表面上具有光漫射功能。导
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